
 

68 
 

第６章 計画の推進と今後の取組 

 

第６章 計画の推進と今後の取組 

 
１ 計画の推進体制 
  関係各課室で構成される庁内検討会を定期的に開催することで、庁内の連携体制をよ

り強化し、総合的な計画の推進を図ることとします。 
 

子供の貧困対策庁内検討会 体制 
（9部局 24課室）  

部局 主管課 事業担当課等 

知事室 広報課   

総務部 総務課   

企画部 企画総務課 
文化学術課 

人権政策課 

環境生活部 環境生活総務課 青少年・男女共同参画課 

福祉保健部 福祉保健総務課 

福祉保健総務課 

子ども未来課 【事務局】 

障害福祉課 

健康推進課 

商工観光労働部 商工観光労働総務課 労働政策課 

農林水産部 農林水産総務課 果樹園芸課 

県土整備部 県土整備総務課 建築住宅課 

教育委員会事務局 総務課 

総務課 

生涯学習課 

人権教育推進課 

県立学校教育課 

特別支援教育室 

義務教育課 

教育支援課 

 

 
  

情報共有部局等 

会計局 

県議会事務局 

人事委員会事務局 

労働委員会事務局 

監査委員事務局 

警察本部 

各振興局 
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２ 計画の進行管理 
  第４章の具体的施策について毎年事業の実施状況を確認するとともに、第３章の子供

の貧困に関する指標について毎年県のホームページで公表し、県民の皆様への情報提供

を行います。 
また、計画期間終了時には事業の実施についての検証・評価を行うこととし、計画期間

中も法や大綱の見直し状況等を踏まえ、必要に応じ計画の見直しを行います。 
 
 
３ 県内市町村との連携 
  施策の推進や実施にあたっては、地域住民とより密接に関わり合いのある市町村との

連携が不可欠となります。県内市町村と緊密な情報共有を図り、全県的に取り組んでいく

ものとします。 
 
 
４ 関係団体等との連携 
  多岐に渡る対策が必要となる子供の貧困問題に対してきめ細やかに対応できるよう、

企業、NPO 法人、民生委員・児童委員等関係機関との連携を図り、施策の周知強化を含

め、効果的な施策実施に取り組みます。 
 
 
５ 今後の取組 
  子供の貧困の背景が多様化・複雑化していることに加え、新型コロナウイルスによる経

済・社会への影響が長期化しているため、子供や家庭、またそれらを取り巻く環境の変化

等を正確に把握した上で対策を講じる必要があります。 
そのため、県内の子供がいる世帯の経済状況、生活状況、それらによる子供への影響、

支援ニーズ等について調査・分析を実施するとともに、国や他自治体の調査研究成果等を

注視し、必要に応じ計画や施策の見直しを行います。 
 
 
 
 
 
 

法(抄) 
(調査研究) 

第十四条 国及び地方公共団体は、子どもの貧困対策を適正に策定し、及び実施するため、子

どもの貧困に関する指標に関する研究その他の子どもの貧困に関する調査及び研究その他の

必要な施策を講ずるものとする。 
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